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施策№113

記　入　日　　平成25年7月22日

点　検　日　　平成25年　8月　5日

望月　忠

(2)　施策の意図（対象をどのような状態にするのか）

1.
施
策
の
目
的
・
成
果

集計中

18歳までの児童とその世帯

地域ぐるみで子育てできる環境の中で、子どもが健やかに育っています。

(3)施策の成果

平成21年度実績 平成22年度実績

(1)施策の対象（誰を、何を対象としているか。範囲は。）

1.24 1.39 1.33
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指標名 平成23年度実績
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目標値
（目標年度27年度）
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平成24年度実績
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円

3,900
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業 2,919 2,783ファミリーサポートセンター利用者数

児童センター利用者数

368,453

2,718

（１）市民一人あたりコスト

国においては、子ども・子育て3法を制定し、保育の量的拡大、地域の子ど
も・子育て支援の充実を図るため、新たな子ども・子育て制度を平成27年
度に開始することとしています。

待機児童対策の実施や子育て支援施策の実施、子ども医療費助成制
度の拡充、児童センターの設置など子どもを安心して育てられる環境の
整備が必要です。
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(1)過去5年間で施策を取り
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(1)総事業費　自動計算

1,550

③市債・その他財源

①国庫支出金

平成21年度
決算

　　　　　 　　       　年度
コスト・指標

282,400

④一般財源

③非常勤職員

②正職員（時間外）

(2)総所要時間(0.5単位）
　　①＋②＋③自動計算

116,838

①正職員（時間内） 45,349

1,520
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(3)施策について市民や議
会の意見（市民意識調査、
個別要望・意見等）

407,131
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目標年度（　　　　年度）
今後の計画総額

平成25年度
予算額

2,348

1,599,484

565,177

（２）全施策中の順位

(2)今後施策を取り巻く環境
はどのように変わることが
予想されるか

82,857

3,662

475,430466,875

67,483

(4)国・千葉県の方針並び
に関係法規等の変化

共働き世帯の増加に伴い、保育園への入園希望者が増加しています。
また、核家族化から育児に悩む家庭が増えています。

番目にコストをか
けています。

70,381

この施策は、全４２施策中

女性の社会参加に対し、保育所の整備が追いつかず、待機児童の増加が
見込まれます。また、地域や近隣に頼る人がなく子育てに不安を抱える世
帯が増加することが見込まれます。
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（理由）なぜ､市が関与する必要があるのか？市民等との役割分担は適切か？
　国、地方公共団体は、児童の保護者とともに児童を心身ともに健やかに育成する責任を負うと児童福祉法に定められています。

（理由）施策の目的は政策にどのように結びついているか。
 　  誰もが健康に暮らせる生涯福祉社会の実現に、健やかに子どもが育つ児童福祉の推進が、子育て支援としての少子化への施策として大きな役割を果たしていま
す。

3：高い

3：高い

事務事業名
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価
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(1)行政関与の妥当性

（理由）対象は偏っていないか？　対象を広げたり狭めたりできないか？
　対象は、児童福祉法に基づく子ども及びその世帯を対象としており、対象に偏りはありません。

3：高い

(2)目的妥当性
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構成事務事業について、それぞれの項目ごとに相対評価を行い、順位付けをする。1/3ずつ１位～３位の順位をつける。項

目ごとの順位点を合計し、順位点が小さいものを上位として、施策を構成する事務事業の優先順位とする。

別紙に記載

※評価検討(1)～(5)　１：低い、２：普通、３：高い、４：あてはまらない
※総合評価検討(６)　１：終了,２：廃止,３：休止,４：縮小,５：改善,６：現状維持、７：拡充

１　終了：事業が完了したので、終了する ２　廃止：事業を廃止する ３　休止：再開を前提に休止する
４　縮小：好ましくない状況なので、規模を縮小する ５　改善：事業実施方法等について、改善した上、継続する ６　精査・検証：精査・検証の上、継続する
７　拡充：重点的に資源を配分し、規模を拡大する
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.

成
果
と
コ
ス
ト
の
方
向
性

成果とコストの方向性に関する説明

保育所の整備や家庭的保育事業の増設などの待機児童対策の実施や子ども医療費助成事業の拡大、子育て
支援事業の充実により、子育てしやすいまちとして鎌ケ谷市に住みたいという人を増やしていくために様々事業
に取り組む必要があります。この結果、コスト増となりますが、待機児童の解消など成果を向上させることが鎌
ケ谷市のために必要と考えます。

成
果
の
方
向
性

向上

縮減

維持

コストの方向性
増加

(3)改革・改善案の問題要因
と克服策

国における子ども・子育て会議の動向に応じ、市の子ども・子育て会議での審議を行い、条例の整備など新制度の準備をしていきます。

○

2：普通

維持

低下

（理由）コストがかかりすぎていないか？　どうしたらコスト､所要時間を縮減できるか？
　子ども医療費助成事業の拡大、待機児童対策など、実施計画での財源見直しの中で検討しており、限られた財源を有効に活用し、効率的に各事業を実施していま
す。

（今後の方向内容）
　待機児童対策の実施、子育て支援の実施により、働き盛りの若い世代の流入促進に結びつくことから、施策の充実が求められております。

(2)改革・改善案の概要
※指標改善の根拠とコスト
を示す

７：拡充

3：高い （理由）この施策を廃止した場合支障があるか。同じ目的を持つ他の施策はあるか？　さらに成果指標を伸ばせないか？
　少子化対策、子育て支援など子どもたちへの施策であり、同様の施策は他にはありません。

(3)公平性

(6)総合評価総合評価総合評価総合評価

(4)有効性

　対象は、児童福祉法に基づく子ども及びその世帯を対象としており、対象に偏りはありません。

(5)効率性

7.
改
革
・
改
善
案

待機児童対策の実施、地域での子育て支援など施策の充実に向けた取組を推進していきます。

保育園での待機児童の解消や子育て支援の充実を行うため、新たな国の子ども・子育て制度に基づく対応をしていく必要があります。

新たな子ども・子育て制度に伴う準備を行い、少子高齢化が進む中、子育て支援の充実により、子育て世代が鎌ケ谷市に住みたいと思えるまちにしていくことは重要であり、活
力のある鎌ケ谷市を継続していくために必要な施策です。

(4)改革・改善案導入の考え
方　　　※施策担当マネ
ジャー所感

(1)改革・改善の方向



施策名

注記

順位 事務事業名 担当課

家庭的保育事業 こども課

子育て支援センター設置事業 こども課

子ども医療費助成に要する経費 こども課

民間保育所整備助成事業 こども課

放課後児童クラブの管理運営に要する経費 こども課

家庭児童相談に要する経費 こども課

児童センターの管理運営に要する経費 こども課

民間保育所等の補助に要する経費 こども課

子育て短期支援事業 こども課

母子福祉に要する経費 こども課

民間保育所の運営に要する経費 こども課

学童保育の補助に要する経費 こども課

ファミリー・サポート・センターの運営に要する経費 こども課

保育園改修事業 こども課

児童遊園等の管理に要する経費 こども課

中高齢者交流保育事業に要する経費 こども課

病後児保育に要する経費 こども課

家庭児童相談システム導入事業 こども課

市立保育園の管理運営に要する経費 こども課

保育園総務事務に要する経費 こども課

児童総務事務に要する経費 こども課

※法定受託事務（優先順位付け対象外）

児童手当に要する経費 こども課

児童扶養手当に要する経費 こども課

平成２３～２４年度施策に関する施策評価　事務事業の優先度集計票
健やかに子どもが育つ児童福祉の推進

A

B

C

①施策の中で優先度が高い事務事業から順に、A→B→Cの３区分で表示しています。

②優先度の判断は、「施策貢献度」「行政の果たす役割の大きさ」「投資効果」「市民ニー
ズ」「緊急性」の５つの尺度で相対的に判断した結果です。


